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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月3日(2014.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリイミド繊維を形成するためにポリアミド酸繊維を第１温度～第２温度の範囲の温度
で５秒間～５分間の範囲の時間加熱する工程を含む方法であって、
前記第１温度が前記ポリアミド酸のイミド化温度であり、前記第２温度が前記ポリイミド
の分解温度である、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　これらの比較例から、加熱時間を長くして加熱方法も変化させると、イミド化度に幾分
差が生じることが分かる。実施例ＮＷ－ＢＢ－ａおよびＮＷ－ＢＢ－ｂの比較は、例えど
ちらの試験片も４７５℃で３０分間保持したとしても、保持する前にこの温度まで昇温し
た試験片ＮＷ－ＢＢ－ａは、昇温を行うことなく直接４７５℃の対流式オーブンに載置し
た試験片ＮＷ－ＢＢ－ｂよりもイミド化度の測定値が低かったことを示している。これら
の結果から、実際に、ポリイミドナノウェブの赤外分析を行って１３７５／１５００ｃｍ
-1のピーク比が０．５７の９０％である０．５１を超えれば完全にイミド化したと見なす
ことができると言える。
　次に、本発明の態様を示す。
１．　ポリイミド繊維を形成するためにポリアミド酸繊維を第１温度～第２温度の範囲の
温度で５秒間～５分間の範囲の時間加熱する工程を含む方法であって、
前記第１温度が前記ポリアミド酸のイミド化温度であり、前記第２温度が前記ポリイミド
の分解温度である、方法。
２．　前記ポリアミド酸繊維を第１温度～第２温度の範囲の温度で加熱する前記工程の前
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に、前記ポリアミド酸繊維を室温～前記第１温度の範囲の温度で予備加熱する工程をさら
に含む、態様１に記載の方法。
３．　前記ポリアミド酸繊維をある温度に加熱する前記工程が、前記ポリアミド酸繊維を
６０℃／分～２５０℃／秒の範囲の速度で加熱することを含む、態様１に記載の方法。
４．　前記ポリアミド酸繊維を加熱する前記工程が、ポリアミド酸繊維を赤外線オーブン
で加熱することを含む、態様１に記載の方法。
５．　前記ポリアミド酸繊維が全芳香族ポリアミド酸繊維を含む、態様１に記載の方法。
６．　前記全芳香族ポリアミド酸繊維がＰＭＤＡ／ＯＤＡを含む、態様５に記載の方法。
７．　前記ポリイミド繊維がＰＭＤＡ／ＯＤＡを含む、態様１に記載の方法。
８．　前記ポリアミド酸繊維が複数のポリアミド酸ナノ繊維を含む、態様１に記載の方法
。
９．　前記複数のポリアミド酸ナノ繊維がポリアミド酸ナノウェブの形態にある、態様８
に記載の方法。
１０．　前記ポリアミド酸繊維をある温度で加熱する前記工程の前に、前記ポリアミド酸
ナノウェブをカレンダー処理する工程をさらに含む、態様９に記載の方法。
１１．　前記ポリアミド酸繊維の数平均繊維径が１０ミクロン以下である、態様１に記載
の方法。
１２．　前記ポリアミド酸繊維の数平均繊維径が１５００ｎｍ以下である、態様１に記載
の方法。
１３．　前記ポリアミド酸繊維の数平均繊維径が１００ｎｍ～１０００ｎｍの範囲にある
、態様１に記載の方法。
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